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サイコネフロロジーとは？
• 語源：psycho(心)+ nephros(腎臓)!

• 提唱者：Norman B. Levy"

• 腎疾患患者、なかでも透析や腎移植をうけ
ている末期腎不全患者を対象としたコンサ
ルテーション・リエゾン精神医学の一分野



1978
Norman B. Levy

What is psychonephrology ?
J Nephrol 2008; 21 (suppl 13): S51-S53

<精神科的問題>
うつ病／不安／

自殺企図／性的問題／
精神病／ﾘﾊﾋﾞﾘの難しさ

／非協調性



1990
日本サイコネフロロジー研究会発足

太田和夫（外科医）
1931-2010

春木繁一（精神科医）
1940-2014



本日の内容
• 守秘義務

• 治療者の基本的態度

• 治療構造＝治療の枠（わく）

• 現代のサイコネフロロジーの課題



守秘義務①
• 守秘義務とは、一定の職業や職務に従事する者・
従事した者・契約をした者に対して、法律の規定
に基づいて特別に課せられた「職務上知った秘密
を守る」べきことや、「個人情報を開示しない」
といった、法律上の義務のことを指す。
（Wikipedia）

• 医に関するか否かに関わらず、他人の生活につい
ての秘密を遵守する。（ヒポクラテスの誓い）



守秘義務②
 

資料５
医療に関する守秘義務の現状 

＜医療関係資格に係る守秘義務＞ 
資格名 根拠法 

医師 刑法第１３４条第１項 
歯科医師 刑法第１３４条第１項 
薬剤師 刑法第１３４条第１項 
保健師 保健師助産師看護師法第４２条の２ 
助産師 刑法第１３４条第１項 
看護師 保健師助産師看護師法第４２条の２ 
准看護師 保健師助産師看護師法第４２条の２ 
診療放射線技師 診療放射線技師法第２９条 
臨床検査技師 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第１９条 
衛生検査技師 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第１９条 
理学療法士 理学療法士及び作業療法士法第１６条 
作業療法士 理学療法士及び作業療法士法第１６条 
視能訓練士 視能訓練士法第１９条 
臨床工学技士 臨床工学技士法第４０条 
義肢装具士 義肢装具士法第４０条 
救急救命士 救急救命士法第４７条 
言語聴覚士 言語聴覚士法第４４条 
歯科衛生士 歯科衛生士法第１３条の５ 
歯科技工士 歯科技工士法第２０条の２ 
あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第７条の２  
はり師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第７条の２  
きゆう師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第７条の２  
柔道整復師 柔道整復師法第１７条の２ 
精神保健福祉士 精神保健福祉士法第４０条 
 
[守秘義務に係る法令の規定例] 
○刑法 
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこ
れらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知
り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 

２ （略） 
 
○保健師助産師看護師法 
第四十二条の二 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得
た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後におい
ても、同様とする。 

 
第四十四条の三 第四十二条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした
者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 

-1-  

公認心理師には法律上の守秘義務はあるが（公認心理師法第４１条）、
臨床心理士（学会認定資格）には法律上の守秘義務はない。



個人情報の漏洩を防ぐため
配布資料は会終了後に回収いたします。
ご協力よろしくお願いいたします。



守秘義務③
「症例報告を含む医学論文及び学会発表におけるプライバシー保護に関するガイドライン」 

2016年 1月 16日 
2017年 9月 16日改訂 
2018年 1月 20日改訂 

日本精神神経学会 
 
個人のプライバシー保護を含む倫理的配慮は、医師及び医療専門職・関係者に求められ

る重要な責務である。医学論文あるいは学会において発表される症例報告は医学・医療の

進歩に貢献し、国民の健康、福祉の向上に重要な役割を果たしてきた。一方、症例報告で

は、特定の個人が有する疾患やその治療内容に関する情報が記載されることが多い。その際、

プライバシー保護に配慮し、個人が特定されないよう留意するとともに、原則として、十

分な説明をし、理解を得た上で、同意を得なければならない。 

以上を踏まえ、日本精神神経学会における症例報告にあたっては、個人のプライバシー

保護を含む倫理的配慮に関して以下の諸点を遵守することを求める。 
 

【プライバシー保護の責務】 
精神科医療を受ける個人の情報は、「要配慮情報」の中でも特に、特別な配慮を要する情

報であることに鑑み、症例報告の意義を損ねない範囲で、できる限り個人が特定されない

よう、例えば以下のような方法で、プライバシーを保護しなければならない。 
 

(ア) 個人特定可能な氏名、入院番号、イニシャルまたは「呼び名」は記載しない。 
(イ) 住所は記載しない。生活史に関連する固有名詞はアルファベットを用いる（A 市、B
社など）。  
(ウ) 特に必要がない場合は、実年齢は記載せず、○歳代等と表示する。 
(エ) 日付は、臨床経過を知る上で必要となることが多いので、個人が特定できないと判断
される場合は月日を記載してよい。年については、発表者の関わり開始を X年とし、X＋1
年、X－1年といった記載を用いる。  
(オ) 他の情報と診療科名を照合することにより個人が特定され得る場合、診療科名は記載
しない。  
(カ) 既に他院などで診断・治療を受けている場合、その施設名ならびに所在地を記載しな
い。C病院、D市などとする。発表者が診療を行った施設は「当院」「当科」と表現する。 
(キ) 顔写真を提示する際には目を隠す等、個人を特定できないように配慮する。 
(ク) 症例を特定できる画像情報、剖検等に含まれる番号などは削除する。 

 
【説明と同意】  
症例報告を行う場合には、原則として、症例報告の対象となる個人に対し、症例報告の

目的・意義、発表する内容とその方法を、本人が理解できるように十分に説明した上で、

同意を得なければならない。この場合に、同意しないことにより不利益を受けないこと、



守秘義務④

「症例報告を含む医学論文及び学会発表におけるプライバシー保護に関するガイドライン」 
2016年 1月 16日 

2017年 9月 16日改訂 
2018年 1月 20日改訂 

日本精神神経学会 
 
個人のプライバシー保護を含む倫理的配慮は、医師及び医療専門職・関係者に求められ

る重要な責務である。医学論文あるいは学会において発表される症例報告は医学・医療の

進歩に貢献し、国民の健康、福祉の向上に重要な役割を果たしてきた。一方、症例報告で

は、特定の個人が有する疾患やその治療内容に関する情報が記載されることが多い。その際、

プライバシー保護に配慮し、個人が特定されないよう留意するとともに、原則として、十

分な説明をし、理解を得た上で、同意を得なければならない。 

以上を踏まえ、日本精神神経学会における症例報告にあたっては、個人のプライバシー

保護を含む倫理的配慮に関して以下の諸点を遵守することを求める。 
 

【プライバシー保護の責務】 
精神科医療を受ける個人の情報は、「要配慮情報」の中でも特に、特別な配慮を要する情

報であることに鑑み、症例報告の意義を損ねない範囲で、できる限り個人が特定されない

よう、例えば以下のような方法で、プライバシーを保護しなければならない。 
 

(ア) 個人特定可能な氏名、入院番号、イニシャルまたは「呼び名」は記載しない。 
(イ) 住所は記載しない。生活史に関連する固有名詞はアルファベットを用いる（A 市、B
社など）。  
(ウ) 特に必要がない場合は、実年齢は記載せず、○歳代等と表示する。 
(エ) 日付は、臨床経過を知る上で必要となることが多いので、個人が特定できないと判断
される場合は月日を記載してよい。年については、発表者の関わり開始を X年とし、X＋1
年、X－1年といった記載を用いる。  
(オ) 他の情報と診療科名を照合することにより個人が特定され得る場合、診療科名は記載
しない。  
(カ) 既に他院などで診断・治療を受けている場合、その施設名ならびに所在地を記載しな
い。C病院、D市などとする。発表者が診療を行った施設は「当院」「当科」と表現する。 
(キ) 顔写真を提示する際には目を隠す等、個人を特定できないように配慮する。 
(ク) 症例を特定できる画像情報、剖検等に含まれる番号などは削除する。 

 
【説明と同意】  
症例報告を行う場合には、原則として、症例報告の対象となる個人に対し、症例報告の

目的・意義、発表する内容とその方法を、本人が理解できるように十分に説明した上で、

同意を得なければならない。この場合に、同意しないことにより不利益を受けないこと、



守秘義務⑤

同意撤回の自由についても説明すること。 
個人情報保護法によれば、「本人の同意」とは、本人の個人情報が、発表者等によって示

された方法で取り扱われることを承諾する旨の当該本人の意思表示をいう。また「本人の

同意を得る」とは、本人の承諾する旨の意思表示を当該個人の発表者が認識することをい

い、発表等の性質及び個人情報の取り扱い状況に応じ、本人が同意に係わる判断を行うた

めに必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。 
なお、未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人が、個人情報の取り扱いに関し

て同意したことによって生ずる結果について判断できる能力を有していないなどの場合は、

親権者や法定代理人等から同意を得る必要がある。 
ただし、 例えば以下のような場合には、本人又は代理人の同意を得ることなく発表する

ことが可能な場合がある。そのような場合には、以下のいずれの理由によるのかを明確に

すること。 
z 特定の個人が識別されず個人情報とはみなされない場合 
z 死亡している者の情報であって、家族等の個人情報であるとはみなされず、学術研
究として報告を行うのでもない場合 

z 個人情報であっても、個人情報保護法の例外規定に該当する場合 
・第 16条（目的外利用の例外）、第 23条（第三者提供制限の例外） 

一 法令に基づく場合 
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の

同意を得ることが困難であるとき。  
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場

合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 
・第 76条（学術研究機関において学術の用に供する場合の例外） 

なお、第 76 条については、一般社団法人日本医学会連合は、「各学会活動における個人
情報の取り扱いと配慮について」という文書を発している。 
 
参考資料 
・個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 
 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/290530_personal_law.pdf 
・一般社団法人日本医学会連合「各学会活動における個人情報の取り扱いと配慮について」 
 http://www.jmsf.or.jp/files/privacy01.pdf 



本日の内容
• 守秘義務

• 治療構造＝治療の枠（わく）

• 治療者の基本的態度

• 現代のサイコネフロロジーの課題



症例 50代後半男性 透析歴9年
糖尿病性足壊疽で処置が必要な
患者さんのフットケア施行

何も努力しない患者に対して、
治療（透析）とは別に、患者
に金銭の負担のかからない処
置をするのはおかしい。努力
して自己管理をしている人が
損をするのはおかしい。自分
もやってもらいたい。構って
ほしい

透析ケア 2019 vol 25. no.1



治療構造①
• 通称：「治療の枠（わく）」
• 定義：患者と治療者の関係を規定しているような

基本的条件（小此木啓吾）
• 分類：
外的な治療構造 空間的な治療構造

時間的な構造
内的な治療構造 面接のルールと構造化

治療契約
プライバシーの厳守

小此木啓吾ら編著、精神分析セミナーⅠ 精神療法の基礎、岩崎学術出版社、1981
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治療構造②
精神疾患とは、精神機能の基盤となる心理学的、生物学的、
または発達過程の機能不全を反映する個人の認知、情動制
御、または行動における臨床的に意味のある障害によって
特徴づけられる症候群である。精神疾患は通常、社会的、
職業的、または他の重要な活動における意味のある苦痛ま
たは機能低下と関連する。よくあるストレス因や喪失、例
えば、愛する者との死別に対する予測可能な、もしくは文
化的に許容された反応は精神疾患ではない。社会的に逸脱
した行動（例 : 政治的、宗教的、性的に）や、主として個
人と社会との間の葛藤も、上記のようにその逸脱や葛藤が
個人の機能不全の結果でなければ精神疾患ではない。

日本精神神経学会監修/髙橋三郎・大野裕監訳『DSM-5 精神疾患の分類と
診断の手引』医学書院, 2014. 



治療構造③

本人か周りの人が困っている
＝治療の枠の中で葛藤するか、枠を逸脱する

広義の精神疾患

狭義の精神疾患

了解不能
＝内因性精神疾患



症例 50代後半男性 透析歴9年
糖尿病性足壊疽で処置が必要な
患者さんのフットケア施行

何も努力しない患者に対して、
治療（透析）とは別に、患者
に金銭の負担のかからない処
置をするのはおかしい。努力
して自己管理をしている人が
損をするのはおかしい。自分
もやってもらいたい。構って
ほしい

透析ケア 2019 vol 25. no.1
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本日の内容
• 守秘義務

• 治療構造＝治療の枠（わく）

• 治療者の基本的態度

• 現代のサイコネフロロジーの課題



医療者としての心構え・気持ち
• よく聞くこと、忙しいを口実にしない
• できるだけ日常の言葉で
• 医師・看護師ー患者関係は職業的関係
• 患者を一人の「病める人」とみる
• 気持ちを汲み取る、理解的に、対策よりも理解的態度
• 必要以上に同情しない
• 患者に代わって解決しない、決定は患者がする
• 患者の問題を一人で抱えない、チーム全員で
• 情報伝達のルールを、カンファレンス
• 専門性を尊重する、一方で協力を
• 個人としてのメンタルヘルス

「サイコフロロジーの臨床」春木繁一、メディカ出版、P.315、2010

①傾聴 ◯
②共感 △
③受容 ×



治療者の基本的態度①

ジーグムント・フロイト（1856～1939）
精神分析療法の創始者



治療者の基本的態度②

フロイトの精神分析療法：１回60分、週６回
ルール：自由連想法



治療者の基本的態度③
• 医師としての分別
治療者は、自分の価値観を患者におしつけてはならない

• 禁欲規則
(1) 治療者は、患者の要求や期待を満たしてはならない
(2) 患者と治療者は、お互いに面接のルールや治療契約を
破ってはならない

(3) 患者は、空想・願望・感情を行動で解放（行動化）
してはならない

• 中立性
治療者は、患者のこころのなかの出来事に価値判断を
くだしてはならない



治療者の基本的態度④
• 医師としての分別

治療者は、自分の価値観を患者に
おしつけてはならない

「救いをもとめて、われわれの手にゆだねられる患者を、われわれの
私有物にしてしまい、彼の運命を彼に代わってつくり出し、われわれ
の理想をおしつけ、造物主の高慢さをもって自身の気にいるようにわ
れわれの似姿に彼らを仕立てあげるというようなことを断固として拒
否する。……ここにこそ＂医師としての分別＂を用いるべき場所があ
り、これを越えては医者としての関係以外の関係にはいってゆくこと
にならざるを得ない。」（「精神分折療法の道」）



治療者の基本的態度⑤
• 禁欲
(1) 治療者は、患者の要求や期待を満たしてはならない
(2) 患者と治療者は、お互いに面接のルールや治療契約
を破ってはならない

(3) 患者は、空想・願望・感情を行動で解放（行動化）
してはならない

「もし分析医が患者を助けてやりたいという気持でいっぱいなために、
およそ人間が他人から期待することのできるすべての満足を患者に許
し与えてしまうとすれば、患者はそれを快適に感じてしまって、人生
の困難から脱け出して好んでそこに避離所を求めるという結果にしか
ならない。これでは患者を人生に対してもっと強健に彼ら自身課せら
れた課題に対して、もっと行動力豊かにしてあげるという治療的な努
カを放棄することになる。」（「精神分折療法の道」）



治療者の基本的態度⑥
• 中立性
治療者は、患者のこころのなかの出来事
に価値判断をくだしてはならない（G.O. 
Gabbard）
「分析医は患者に対して、教師、模範、 理想となり、己れの典型に
従って人々を教育したいという誘惑をどんなに感じることがあっても
絶対にそれは精神分析的な治療関係における自分の責務でないこと、
いやむしろこのような傾向によって分析医が引きずられるようなこと
があるならば、それは分析医としての自分の責務に対して不忠実なも
のであるとのそしりを免れることができないことを銘記するべきであ
る」 （「精神分折療法の道」）

G.O.ギャバード著「精神力動的精神医学―その臨床実践 DSM-4版〈1〉理論編」岩崎学術出版社



本日の内容
• 守秘義務

• 治療構造＝治療の枠（わく）

• 治療者の基本的態度

• 現代のサイコネフロロジーの課題



現代のｻｲｺﾈﾌﾛﾛｼﾞｰの課題①
精神科医のギモン
「腎不全患者の精神疾患を特別視する必要はあるのか？」

• 透析医療の黎明期のようなアルミニウム脳症や尿毒性脳症など
の腎不全患者特有の精神障害はほとんどなくなった
→「診断基準は健常人と同じ」

• 現代の精神科治療のメインは薬物療法だが、腎不全患者への投
薬法は「添付文書」や「今日の治療薬」に載っている
→「少し注意が必要だが、薬物療法も健常人と同じ」

➡「サイコネフロロジー」という特別な分野は必要？



現代のｻｲｺﾈﾌﾛﾛｼﾞｰの課題②

Engel, GL: Science. 1977 Apr 8;196(4286):129-36.
春木繁一: Medern Physician. 2013 ;33(9):1151-1153.

Biopsychosocial model <<BIO>>
• 腎不全特有の精神障害なし
• 腎不全の臨床薬理

腎不全患者への薬物療法
薬剤性脳症と薬剤性の精神症状

<<PSYCHO>>
• 喪失（対象喪失）の理解

<<SOCIAL>>
• 認知症、孤独老年者、生活困窮者へ
の対応

• 人生の最終段階の透析医療
終末期の問題
透析中止と透析の差し控え

• 透析医療のサービス産業化
• 医療経済的問題~「正義原則」の偏重



現代のｻｲｺﾈﾌﾛﾛｼﾞｰの課題③
＊透析医療のサービス産業化
人工腎臓台数の充足（首都圏など）
→患者の取り合い（透析患者１人＝年500万円）
→他施設との差別化（送迎, BS, WiFi, 個室...）
→医療従事者のアイデンティティ・クライシス
（医療従事者の従来の価値観・教育の崩壊）
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1）わが国の慢性透析療法の要約

5

1）慢性透析療法の現況

人口100万対比の透析患者数の推移

人工腎臓台数の推移
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（4）人口100万対比の透析患者数および人工腎臓台数の推移（図表４）

解説
　人口100万人あたりの透析患者数は2,596.7人であり、前年より39.7人増加し、国民385.1人に１人が透析
患者に相当する。日本の人口は2011年以降減少に転じていることもあり、人口対比率は年々増加している。
　2016年の人工腎臓（ベッドサイドコンソール）台数は135,211台であり、前年（133,538台）より1,673台
増加した（※1989年の患者数の減少は、当該年度にアンケート回答率が86％と例外的に低かったことに
よる見掛け上の影響である）。

年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

100万対比 1,624.1 1,721.9 1,801.2 1,862.7 1,943.5 2,017.6 2,069.9 2,154.2 2,219.6 2,279.5 2,329.1 2,385.4 2,431.1 2,470.1 2,521.6 2,557.0 2,596.7

年 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989＊ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

100万対比 443.7 497.5 547.8 604.4 658.8 721.1 790.0 835.7 937.6 995.8 1,076.4 1,149.4 1,229.7 1,328.4 1,394.9 1,465.2 1,556.7

1989＊：回収率86％で補正
わが国の総人口は100位を四捨五入

年 1966 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

台数 48 105 206 606 1,575 3,022 4,986 5,515 7,246 9,204 10,545 12,569 16,519 18,963 21,032 22,939 24,474 26,558 28,715 30,846 33,527 36,447 34,099 40,723 45,682

 1968年と69年は年末でなく8月に実施

年 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

台数 49,650 53,262 58,561 59,715 63,742 66,880 69,733 75,448 79,709 83,914 89,070 92,710 97,366 100,552 104,382 108,583 111,998 114,979 118,622 121,863 125,003 128,150 131,555 133,538 135.211

施設調査による集計
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自業自得の人工透析患者なんて、全員実費負担にさせよ！無理だと泣
くならそのまま殺せ！今のシステムは日本を亡ぼすだけだ！！
（本気論本音論 長谷川豊公式コラム 2016.09.19）

その後、
「医者の言うことを何年も無視し続けて自業自得で人工透析になった
患者の費用まで全額国負担でなければいけないのか？今のシステムは

日本を亡ぼすだけだ！！」に改題

透析大国ニッポン！一度始めたら一生やめられない人工透析の真実
（週刊現代 2016.09.10）

いまや市場は２兆円規模、 透析患者は病院の「ドル箱」

人工透析への助成年1兆円超 医療費削減の焦点に
（日本経済新聞 2017.11.30）

現代のｻｲｺﾈﾌﾛﾛｼﾞｰの課題④
医療経済的問題～「正義原則」の偏重①



現代のｻｲｺﾈﾌﾛﾛｼﾞｰの課題⑤

＜医療倫理の四原則 ＞
・自律尊重（respect for autonomy)
自律的な患者の意思決定を尊重せよ

・無危害（nonmalficience)
患者に危害を引き起こすのを避けよ

・善行（beneficience)
患者に利益をもたらせ

・正義（justice）
利益や負荷、リスクを公正に配分せよ

34

医療経済的問題～「正義原則」の偏重②



本日のまとめ
こころの問題とむきあうまえに、
1. 守秘義務を守りましょう
2. 治療構造（治療のワク）を意識しましょう。
3. 治療者の基本的態度（医師としての分別、
禁欲規則、中立性）を心がけましょう。

4. 「サイコネフロロジー」という専門用語を
使って、あえて特別に取り扱うべき現代的
な課題がある。



ご静聴ありがとうございました。

youchi-thk@umin.net


